
(※1)国家試験提出用となりますので、7月以降にしか発行出来ません。

余裕をもって申請してください。

「成績証明書」及び「卒業証明書」によって証明されるもので、本学所定の証明書はあ

りません。

厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目のうち、３科目以上の単位を修得して卒

業した者に、社会福祉主事任用資格が認定されます。

なお、資格の有無については、厚生労省HPでご確認いただくか、または本学資格係まで

お問い合わせください。(照会には数日掛かりますので、早めにお問い合わせください)

一度申請した証明書は取り消し・返金不可。◆必ず問い合わせください◆

介護福祉士

社会福祉士

精神保健福祉士

※資格関係の証明書は必ずご申請前にお問い合わせください。

司書資格関係

学芸員資格証明書関係

日本語教員証明書関係

司書資格単位修得証明書
司書資格取得証明書

博物館学芸員資格単位修得証明書

学芸員資格取得証明書
日本語教員単位修得証明書

※英文は窓口発行のみ

※資格関係の証明書発行には10営業日程度を要します。

※「社会福祉主事」の任用資格証明書について

卒業証明書・社会福祉士指定科目履修証明書(※1)
社会福祉士受験資格取得証明書

卒業証明書・精神保健福祉士指定科目履修証明書(※1)
精神保健福祉士受験資格取得証明書
介護福祉士資格証明書(※1)
介護福祉士受験資格取得証明書



※ 発行可能な証明書の種類（所属していた学部・研究科で取得できる免許教科以外での証明書は発行できません）

学力に関する証明書は下記の詳細をご覧の上教務課　教職センター事務室にお問い合わせください

社会福祉学科

※例えば小学校教諭免許状取得にあたって証明書が必要な場合、所属していた学部・研究科で取得可能な免許教科で発行依頼を行い、

提出先において本学にて修得した単位の使用可否を判断していただくことになります。

【注意事項】

■ 学力に関する証明書は、申請受理後発行まで１０営業日要します。余裕をもって申請してください。

■記入漏れ等の不備があると、免許の申請に支障が生じる場合があります。ご注意ください。

（日中の連絡先に連絡する場合があります。必ず記入してください。）

■最終学歴のみでなく、本学においての学修歴全て記入してください。

■提出先指定の様式がある場合はその用紙を郵送にてお送り下さい。指定なしの場合は本学指定書式にて作成します。

■適用免許法が不明な場合は、提出先に確認してください。

■法律の区分が明記ない場合、新法で発行します。

 適用免許法の記入について

○ 教育職員免許法の改正に伴う、法律の適用時期は以下の通りです。

【中高の一種免許状】

新法（平成28年改正法）

旧法（平成１０年改正法）

旧々法（昭和６３年改正法）

旧々々法（昭和29年改正法）

【中学の専修免許状】

新法（平成28年改正法）

旧法（昭和63年改正法）

【高校の専修免許状】

新法（平成28年改正法）

旧法（昭和63年改正法）

英語・国際文化学科

中学一種（社会科）

学力に関する証明書

教科等

中学一種（社会科）

高校一種（公民科・地理歴史科・商業科・情報科）

中学一種（社会科）

経済学部 経済学科

学部名

高校一種（公民科・地理歴史科）

法学部 法律学科

社会学部
社会学科

経営学部 経営学科

高校一種（公民科・福祉科）

中学一種（社会科）

高校一種（公民科・地理歴史科・商業科・情報科）

中学一種（英語科・社会科）

高校一種（英語科・地理歴史科）

2019（平成31）年度以降入学者

1990（平成2）～2018（平成30）年度入学者

高校一種（公民科・地理歴史科）

2019（平成31）年度以降入学者

2000（平成12）～2018（平成30）年度入学者

その他の証明書下のフリースペース欄に明記してください。

1990（平成2）年度～1999（平成11）年度入学者

1989（平成元）年度以前入学生

2019（平成31）年度以降入学者

1990（平成2）～2018（平成30）年度入学者

学力に関する証明書
下記の注意事項をご確認の上、フリースペースに下記のように明記してください。

例)免許状の個人の申請/新法/中学一種・社会

※必ず下記の注意事項をご覧の上、《使用用途・提出先・法律区分・希望する免許状の種類(教科)》を

国際教養学部


